
新型コロナウイルスの問題が叫ばれるようになってから既に数か月が経つ中、現在におきましても収束の糸

口すら見いだすことができておりません。むしろ、東京オリンピックの延期をはじめ、日本のみならず海外

におきましても混乱が拡大する様相を呈しています。 

このような新型コロナウイルスによる混乱を受けて、Squire Patton Boggsの海外オフィスの弁護士が、新型

コロナウイルスに関連する法的問題及び対応方法をテーマに本記事を作成致しましたので、下記にあるURL 

をご参照ください。この英文記事につきまして、東京オフィスの弁護士による日本語要約も併せて作成して

おりますので、新型コロナウイルス問題への対応をご検討頂く際にご参照頂ければと存じます。また、新型

コロナウイルス問題に関するご相談、本記事の内容についてご不明点、ご質問がございましたら、東京オフ

ィスの担当弁護士までご連絡頂ければ幸いです。こちらの記事及び要約を通じまして、少しでもクライアン

トの皆様のお役に立つべく、こらからも情報発信をさせていただく所存でございますのでお気軽にご相談く

ださい。 

スクワイヤ外国法共同事業法律事務所
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本記事では、新型コロナウイルスにより定期傭船契約及び航海傭船契約に発生し得る問題を検討します。傭船契約の取引条件

は、船舶の種類と貿易によって異なり、定期傭船契約と航海傭船契約では異なる事項が考慮されるべき場合があります。その

結果、本記事の内容は本質的に一般的なものであり、各傭船契約の条件をそれぞれ考慮する必要があります。それでもいくつ

かの共通な問題が発生する可能性が高く、傭船契約に共通に盛り込まれる多くの規定中に、以下の様な重なる問題点が存在す

るため、それらについて検討します。

•	堪航性（Seaworthiness）－新型コロナウイルスの影響を受けた港に船舶が寄港した場合、または乗組員が新型コロナウイル

スに感染若しくは感染した疑いがある場合に、堪航性の問題が起きる可能性が極めて高くなります。

乗組員が感染した場合には、船が航行不能になる可能性があることは明らかです。これはまた、船舶を非稼働状態にする

（Off-hire）、または荷役準備完了通知（Notice of readiness）の有効性を争う場合の有効な根拠になる場合があります。

病気と汚染の関連では、取引履歴によると以前停舶した港が疫病で汚染されていたため、船舶を燻蒸消毒のために引き留め

ることとなり、当該船舶には堪航性がないと判断された前例があります。

•	安全港保証（Safe port warranty）－ 英国で裁判所等が適用する港が安全かどうかを見極める基準は、船舶が危険に「さらさ

れて」いれば十分であり、従って原則として、港が新型コロナウイルスに汚染された場合には、当該港は安全ではないと看

做される可能性があるものの、実際には多くの要素を考慮する必要があります。例えば、検疫による比較的短い遅延又は燻

蒸消毒等は、それのみでは、港を危険にさらすとは考えにくいといえます。

傭船者は、航海傭船契約を締結したり、定期傭船契約に基づき指示をする場合は、計画している積荷又は荷揚げをする港が

新型コロナウイルスの影響を受けているか、もしくはその可能性があるかどうかを調査し、航海中に、荷揚げをする予定だ

った港が安全ではなくなった場合の緊急時対応計画を予め立てておく必要があります。
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上記の内容以外にも、本記事では以下の点も検討しておりますので、詳細については本文をご覧ください。

•	雇用の指示（Orders for employment）/ 黙示的及び明示的な補償（Implied and expressed indemnities）

•	感染症又は伝染病の条項（Infectious or contagious diseases clauses）

•	傭船期間の中断（Off-hire）/ 傭船料の減額（Deductions from hire）

•	荷役準備完了通知（Notices of readiness）

•	停泊期間及び超過保管料（Laytime and demurrage）

•	滞船に対する損害賠償金（Damages for detention）

•	補償状（Letters of indemnity）

•	不可抗力（Force majeure）

•	履行不能（Frustration）

https://www.squirepattonboggs.com/-/media/files/insights/publications/2020/04/covid-19-a-time-and-voyage-charter-
perspective/covid-19-a-time-and-voyage-charter-perspective.pdf

The contents of this update are not intended to serve as legal advice related to individual situations or as legal opinions 
concerning such situations, nor should they be considered a substitute for taking legal advice.
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